
１　概要

２　対象となる住宅修理

　応急修理制度、一部損壊修理支援制度とも対象となる修理内容は同じ

３　申請窓口
　正庁（本庁舎２階）　※り災証明書申請窓口と同じ
　５月１６日（月）から開設

令和４年福島県沖地震による住宅修理支援に係る申請受付窓口の開設について

　令和４年３月の福島県沖地震により住家被害を受けた世帯に対して、速やかな被災者の生活の安定を図る一助とす
るため、準半壊以上の被害については、災害救助法による住宅の応急修理制度による支援の対象となりますが、準半
壊に至らない（一部損壊）被害については、この制度の対象外であるため県独自の住宅修理支援事業を実施します。

　〇壊れた屋根、基礎、柱・梁、外壁、床等の補修
　〇壊れたドアや窓等の開口部の補修
　〇配管・配線の補修（上下水道管の水漏れ補修等）
　〇壊れた便器や浴槽等の衛生設備の交換　　　　　等　※内装に関するものや家電製品は原則対象外
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